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平成 16 年７月７日 

金   融   庁 

 

 

平成 16 年度金融庁政策評価実施計画 

 

 

「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（平成 13 年法律第 86 号）第７条の

規定に基づき、金融庁の行う政策評価に関する実施計画を以下のとおり定める。 

 

１ 計画期間 

 本実施計画の計画期間は、平成16年７月１日から17年６月30日までとする。 

 

２ 平成 16 年度における政策評価の取組み方針 

 金融庁における政策評価は、「金融庁における政策評価に関する基本計画」（平

成 14 年４月１日金融庁訓令第５号。以下「基本計画」という。計画期間：平成

15 年７月１日～平成 20 年６月 30 日。）を策定のうえ、各年、「金融庁政策評価

実施計画」（以下「実施計画」という。）を策定し、この実施計画に沿って実施

しているところである。 

平成 16 年度においては、実績評価方式による評価を実施するとともに、事業

評価方式による評価、総合評価方式による評価も併せて実施する。 

 

３ 実績評価方式による評価 

(1) 評価対象とする政策・目標の策定に当たっての考え方 

 金融庁の政策の目標について、金融庁設置法に規定されている３つの法定

任務を基にして、基本目標、重点目標を導出して体系的な整理を行っている。

金融庁が実施する政策については、重点目標と関連づけつつ、中長期を見据

えた視点から整理し、更に、各年度において重点的に取り組むべき施策を提

示している。その際、可能な限りアウトカム（国民にもたらす成果）の視点

から目標を捉えることとしている。 

 

 (2) 平成 16 年度における重点施策等の策定方針 

平成 16 年度の評価対象とする具体的な政策・目標は「実績評価における

政策・目標一覧」（別紙１）で示した「基本目標」、「重点目標」、「政策」及

び「重点施策」のとおりとし、それぞれの重点施策の具体的な内容は別紙

２において整理している。 

なお、本実施計画に掲げた政策・目標は、本実施計画策定時に見込まれ

るものであり、その後の状況の変化により変更があり得る。 



 - 2 -

 (3) 評価の方法等 

本実施計画の計画期間終了後、各政策について、平成 16 年度の取組み状

況を踏まえつつ、それぞれの目標に照らして達成状況の評価を行う。更に、

評価結果が国民に分かりやすいものとなるよう、取組みの成果が上がってい

るかどうか、また、今後の取組み方針について端的な結論を付すこととし、

端的な結論の記述に当たっては、別紙３の基本類型を参考とする。 

平成 16 年度実績評価書は平成 17 年８月末を目途として作成・公表する。 

 

 (4) 意見募集 

評価対象とする政策、参考指標及び評価の方法に関しては、意見募集を行

い、幅広く意見を頂戴することとする。 

 

４ 事業評価方式による評価 

   情報等の分野の事業（平成 17 年度において予算措置を伴う事業のうち新規あ

るいは拡充を予定する主なもの）について、平成 15 年度と同様、事業評価方式

にて、事前評価を行う。 

 

５ 総合評価方式による評価 

   平成 16 年度から「金融システム改革（日本版ビッグバン）」についての総合

評価に着手することとする。 

このほか、「規制改革・民間開放推進３か年計画」（平成 16 年３月 19 日閣議

決定）に沿って、規制に関する評価手法について開発に取り組むこととする。 

  

 



実績評価における政策・目標一覧（平成１５～１９年度） （別紙１）

（注）重点目標を達成するための政策の記載に当たっては、各政策の特に重要と考えられる重点目標の下に記載しているところであり、政策によっては他の重点目標の達成に資することに留意。

16年度重点施策 参考指標

① 主要行の不良債権処理の促進 金融再生プログラムに基づく措置の実施 不良債権の状況《16年度末までに主要行の不良債権比率を半分程度に
低下》

ＲＣＣの一層の活用 53条買取の状況（買取金額）
ＲＣＣによる企業再生の状況（再生件数）

産業再生機構との連携 産業再生機構への意見通知等の状況

産業再生機構と金融庁との連絡会等実施状況

産業再生機構による支援決定状況（支援決定数）

② リレーションシップバンキング（間柄重視の地
域密着型金融）の機能強化

リレーションシップバンキング（間柄重視の地域密着型金融）の
機能強化に関するアクションプログラムの実施

機能強化計画の進捗状況

中小企業対策との連携 中小・地域金融機関・業界団体における取組み状況（半期毎に各主体
が公表）

ＲＣＣの一層の活用 ＲＣＣによる企業再生の状況（再生件数）

① リスクに対応した実効性のある検査の実施 検査に係る基本方針にて実施方針を策定し、基本計画に従い実施 業務・財務の健全性及び前回検査実施時期等に応じた検査の実施状況
重点検証項目別検査指摘状況

情報収集・分析態勢の強化 検査監督連携会議開催状況

検査監督データシステムの整備状況

必要に応じて検査マニュアルの整備・見直しを行うなど、金融情
勢の変化等に対応した検査の実施

マニュアル等整備・検討状況
検査実施状況（検査モニター結果等）

② 効果的なオフサイト・モニタリングの実施 効果的なオフサイト・モニタリングの実施 報告徴求及び分析等の実施状況
オフサイト・モニタリング・システムの財務事務所等への展開状況

ヒアリング状況

主要行等向けの総合的な監督指針の策定 主要行等向けの総合的な監督指針の策定の状況

オフサイト・モニタリング・システムの機能拡張 モニタリング・システムの整備状況

③ 早期警戒制度、早期是正措置制度の的確な運用
等

新ＢＩＳ規制の３つの柱を踏まえた自己資本比率規制に係る告示
及び事務ガイドライン等の改正

告示の策定及び事務ガイドライン等の改正状況

早期是正措置制度等の的確な運用 早期是正措置等の発動状況

④ 資本増強行の経営の健全化 経営健全化計画のフォローアップ 経営健全化計画の履行状況

⑤ 金融機能強化法の適切な運用 金融機能強化法に係る政令・府令等の整備及び適切な運用 政令・府令等の整備状況

金融機関等への資本参加の状況

経営強化計画の履行状況の公表・フォローアップ等の状況

⑥ システムトラブルへの適切な対応 システムトラブルの未然防止に向けた取組み システム障害等に対する対応状況
システム統合に際してのモニタリング状況

① システミックリスクの未然防止 預金保険法第102条の適切な運用 りそなグループの経営健全化計画の履行状況

足利銀行の経営に関する計画の実施状況

② ペイオフ解禁拡大に係る周知徹底 ペイオフ解禁拡大に向けての情報提供 預金保険制度についての国民の理解の状況（アンケート調査による預
金保険制度認知度、ホームページ・アクセス件数）

③ 円滑な破綻処理のための態勢整備 名寄せデータの正確性の向上 名寄せ検査及び是正に向けた施策の実施状況

関係機関との連携強化 関係機関との連携の状況

① 国際的な金融監督基準のルール策定等への貢献 バーゼル銀行監督委員会、ＩＯＳＣＯ、ＩＡＩＳ等の国際フォー
ラムにおける国際ルール策定等への積極的な貢献

各国際フォーラムにおける国際的ルール策定等への参画状況（国際的
なルール策定作業、当庁の活動等）

② 新興市場国の金融当局への技術支援 新興諸国の金融行政担当者を対象とした研修事業等の実施 研修事業等の実施状況（研修生に対するアンケート調査の結果）

Ⅰ 金融機能の安定

法定任務 基本目標

金融機関が健全に経
営されていること

１

(2)

金融システムの安定
が確保されているこ
と

２

重点目標 政策

金融システムの安定に支障が生
じる事態が顕現化せず、安定が
維持され、金融機関破綻時にお
いても混乱なく円滑な処理が図
られること

(1)

国際協力を通じて金融機能の安
定が確保されていること等

(2)

不良債権問題が正常化されるこ
と

(1)

金融機関のリスク管理態勢が確
立されていること

1



16年度重点施策 参考指標

(1) 金融サービスの利用者保護の仕
組みが確保されていること

① 投資サービスに関する制度整備 投資サービスにおける投資者保護の拡充 金融審議会等での検討の状況

② 保険をめぐる諸問題への適切な対応 保険契約者保護制度の見直し 保険制度に係る企画立案の状況

銀行等による保険販売規制の見直し 保険制度に係る企画立案の状況

無認可共済への対応 保険制度に係る企画立案の状況

国民が各種金融サービスの特性
や利用者保護の仕組みなどにつ
いて理解していること

① 各種金融サービスの特性や利用者保護の仕組み
などに係る情報の提供

金融知識の普及 各種金融サービスの特性や利用者保護の仕組みなどについての理解の
状況（「証券投資に関する世論調査」、「金融に関する消費者アン
ケート調査」）

金融庁ホームページ（金融サービス利用者コーナー）へのアクセスの
状況（件数）

金融行政に関する広報の充実 金融庁ホームページへのアクセスの状況（件数）
金融庁ホームページの充実状況（ホームページにおけるコーナーの新
設や掲載情報の整理等の改修実績等）

(3) 金融分野において個人情報が適
切に取り扱われていること

① 金融分野における個人情報保護のための適切な
対応

金融分野における個人情報保護の推進のためのあり方の検討及び
適切な検査・監督の実施

金融審議会等での検討状況（検討実績）

個人情報保護に係るガイドライン等の策定状況等

個人情報漏洩事案への対応状況

企業内容の情報開示が十分行わ
れていること

① 証券取引法に基づくディスクロージャーの充実 証券市場の活性化に向けた信頼される市場の確立のためのディス
クロージャーの継続的整備

関係政令・府令等の整備状況
ＥＤＩＮＥＴの整備及び利用の状況（ＥＤＩＮＥＴによる開示書類の
提出会社数、ＥＤＩＮＥＴサイトへのアクセス件数）

② 会計基準の整備を促すことによる企業財務認識
の適正化

会計制度の国際的対応の促進 ＥＵに対する日本の会計基準を引き続き受け入れることに向けた働き
かけの実施状況
関連制度（法令、会計基準及び監査基準等）の整備状況

③ 公認会計士監査の充実・強化 金融庁による公認会計士等に対する監督 金融庁による公認会計士等に対する処分状況（処分件数）

公認会計士・監査審査会による日本公認会計士協会が実施する品
質管理レビューのモニタリング

公認会計士・監査審査会の開催状況（開催実績）
公認会計士・監査審査会による品質管理レビューのモニタリング実施
状況（報告受理件数、審査件数、立入検査件数、勧告件数）

公認会計士・監査審査会による公認会計士試験の厳正かつ効率的
な実施

公認会計士・監査審査会の開催状況（開催実績）
公認会計士・監査審査会による公認会計士試験の実施状況

新制度による公認会計士試験の実施等に向けた準備 公認会計士・監査審査会の開催状況（開催実績）
新制度による公認会計士試験の実施等に向けた準備状況

(5) 電子取引・カード取引のセキュ
リティが保たれていること

① 電子取引・カード取引のセキュリティ向上につ
いての指導及び情報提供

電子取引・カード取引について金融機関等への情報提供の実施及
び迅速かつ適切な取組みの慫慂

情報の提供状況

金融機関等における取組み状況

意見交換等の状況

金融機関等の法令遵守態勢が確
立されていること

① 利用者保護の観点からの厳正で実効性のある検
査の実施

検査に係る基本方針にて実施方針を策定し、基本計画に従い実施 利用者保護に係る検査実施状況及び検査指摘状況

法令遵守に係る情報収集態勢を強化するなど、利用者保護の視点
に立ったより深度ある検査の実施

情報の受付状況（受付件数）
検査での情報活用状況

② 金融機関等の法令遵守に対する厳正な対応 明確なルールに基づく的確で厳正な行政処分 ルールの一層の明確化の状況

行政処分を受けた金融機関等の法令遵守態勢の整備状況

行政処分の実施状況（行政処分の件数）

総合的な監督指針及び事務ガイドラインのタイムリーな整備、見
直し

事務ガイドライン、主要行等向けの総合的な監督指針及び中小・地域
金融機関向けの総合的な監督指針の整備・見直し状況

③ 貸金業者に対する的確な監督 登録審査の的確な実施 登録状況（新規登録件数）

関係機関・団体との緊密な連携 苦情・相談受付状況（件数）

証券市場において取引の公正が
確保されていること

① 証券市場の公正性を損ねる証券犯罪及び悪質な
市場仲介者の徹底摘発、並びに証券市場におけ
る公正な価格形成等の確保

証券犯罪の徹底摘発について、犯則事件の厳正な調査を実施 犯則事件の告発状況（犯則事件の告発件数等）

悪質な市場仲介者の徹底摘発について、検査に係る基本方針・計
画を策定し検査を実施

検査の実施状況（検査実施件数、勧告件数等）

証券市場における公正な価格形成等の確保について、不審な取引
に対する迅速な審査を実施

取引審査の実施状況（取引審査実施件数等）

課徴金制度を円滑に運用していくための体制の整備 体制整備の状況

② 証券市場に対する監視機能の強化 課徴金制度の導入等による市場監視機能の強化 政令・府令の整備状況

法定任務 基本目標 重点目標 政策

(2)

(4)

(1)

(1)

Ⅱ 預金者、保険契
約者、投資者等
の保護

金融機関等が金融
サービスを公正に提
供していること

２

市場が公正であるこ
と

国民が金融サービス
を適切に利用できる
こと

１

３
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16年度重点施策 参考指標

多様な資金需要・投資ニーズに
対応できる証券市場となってい
ること及び証券市場への資金の
流れが拡大すること

① 個人投資家の参加拡大 販売チャネルの拡充や投資サービスの多様化の促進 金融審議会等での検討状況
証券市場への個人投資家の参加状況（個人金融資産に占める株式・投
資信託の割合、個人株主数〔延べ人数〕、個人株主株式保有比率〔延
べ人数〕、インターネット取引のウェイト、販売チャネルごとの証券

改正証取法に係る政令・府令の整備及び適切な運用 政令・府令の整備及び円滑な制度導入の状況
証券市場への個人投資家の参加状況（同上）

民間による個人株主の育成・拡大に向けた取組みに対する支援 個人株主育成・拡大に向けたイベント等の開催状況
証券市場への個人投資家の参加状況（同上）

改正証券税制の積極的広報及び税制改正要望 税制改正要望並びに措置状況
証券市場への個人投資家の参加状況（同上）

② 証券市場等の機能拡充 資産の流動化の促進 特定目的会社を用いた流動化の状況（流動化の件数、資産流動化計画
における資産対応証券の発行額等）

貸出債権市場の活性化 関係団体等との連絡、意見調整の実施状況

(2) 金融インフラがＩＴ化等に対応
したものとなっていること

① 証券決済システムの改革 株式振替制度に係る政令・府令の整備 証券決済システムの改革に向けた関係政令・府令整備状況

企業金融が円滑に行われること ① 中小企業金融の円滑化 意見交換会等での要請 金融機関等への要請状況

貸し渋り・貸し剥がしホットラインの活用 貸し渋り・貸し剥がしホットラインの受付状況（受付件数）

中小企業に対する貸出態度の状況（（中小企業に対する）貸出態度判
断D.I.）

中小企業の実態に即した的確な検査の実施 検査実施状況（マニュアル別冊の運用状況に関する検査モニター結果
等）

担保・保証に過度に依存しない融資の促進 担保・保証に過度に依存しない融資への取組状況

② 地域再生施策との連携 地域再生推進のためのプログラムの推進 認定された地域再生計画の推進状況（認定件数等）

(4) 金融システムが「官から民へ」
の改革に対応したものとなって
いること

① 郵政民営化の基本方針等を踏まえた適切な対応 郵政民営化の基本方針等を踏まえた適切な対応 基本方針を踏まえた対応状況

自らの判断に基づき効率的な金
融機関の企業活動が行われるこ

① 規制改革の着実な実施 規制改革・民間開放推進３か年計画の着実な実施 規制改革の推進状況（16年度末までに実施済みの事項数）

② 金融行政の透明性の向上に向けた情報発信 検査マニュアル、事務ガイドライン等の公表 検査マニュアル、事務ガイドライン及び監督指針の見直し時における
公表状況

法令適用事前確認手続（ノーアクションレター制度）に基づく照
会への適切な対応

回答状況（回答実績）

(2) 新規参入等を通じて競争が促進
されていること

① 証券仲介業務の解禁に伴う新規参入への適切な
対応

銀行等による証券仲介業務の解禁に伴う新規参入への適切な対応
等

政令・府令等の整備状況
新規参入の状況

② 信託制度の整備 信託制度の整備 信託業法等の整備状況

金融機関等がマネー・ローンダ
リングなどの金融犯罪に利用さ
れないこと

① マネー・ローンダリング対策及びテロ資金対策
の強化

研修会及び意見交換会等の実施 各業界及び法執行当局との意見交換会等の開催状況

外国ＦＩＵ及び国際機関との連携強化 外国ＦＩＵとの協議及び国際会議等への参画状況（情報交換取極件
数）

マネー・ローンダリング対策及びテロ資金対策に係るコンピュー
タ・システムの機能強化

処理状況（年間届出件数及び提供件数）

② ヤミ金融業者等による不正な預金口座利用に対
する厳正かつ適切な対応

不正口座利用に関する金融機関等への情報提供の実施及び迅速か
つ適切な取組みの慫慂

金融機関に対する預金口座の不正利用に関する情報の提供と活用の状
況
意見交換等の状況

政策

(3)

(1)

(1)

重点目標

Ⅲ 円滑な金融等

法定任務

金融機関等が犯罪に
利用されないこと

３

基本目標

我が国金融が金融環
境の変化に適切に対
応できていること

１

金融機関の企業活動
が活発に行われてい
ること

２

(1)

（業務支援基盤整備に係る政策）

分野 課題 政策 16年度重点施策 参考指標

１　人的資源 (1)　専門性の高い人材の育成 ①　専門的研修の実施 金融環境の変化に応じた研修の実施 研修の実施状況《研修後のアンケート調査結果「全体的によかった」
「効果がある」と回答する割合 概ね９割を目標》

通信研修の拡充 通信研修の実施状況《受講者数、修了状況ともに前事務年度より増加を
目標》

②　民間との情報交流 民間との情報交流の促進 民間との情報交流の状況（会合等開催件数、参加者数）

(1)　行政事務の効率化のための情報化 ①　行政事務の電子化 電子申請・届出の利用促進 電子申請・届出の利用状況（件数）

広報誌への掲載、関係団体等を通じた周知状況

業務・システムの最適化 現状の業務・システム体系の見直し方針の策定状況（最適化計画は17年
度末までのできる限り早期に策定）

情報システムの調達の適正化 試行結果に基づく評価手順の適正化の状況

(2)　金融行政の専門性向上のための情報収集・
　分析

①　専門性の高い調査研究の実施 金融環境の変化に応じた調査研究の実施 研究成果の公表状況（公表論文等の本数・分野）

庁内へのフィードバックの充実 庁内へのフィードバック状況（研究会、ワークショップ、勉強会の開催
数）

２　情報

3



（「金融重点強化プログラム」（仮称）の策定）

分野 課題 政策 16年度重点施策 参考指標

　今後の政策方針 　我が国金融セクターを更に充実・強化させ、経
済成長の基盤とする

　バブル崩壊以来の不良債権問題への対応から脱却
した金融行政への積極的転換を図ること

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針
2004」に示された改革の方針に即した「金融重点
強化プログラム」（仮称）の策定

「金融重点強化プログラム」（仮称）の策定状況

4
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別紙２ 

 

平成 16 年度重点施策の実施内容等 

 

 

 

法定任務Ⅰ 金融機能の安定 

 

基本目標Ⅰ－１ 金融機関が健全に経営されていること

 

重点目標Ⅰ－１－(1) 不良債権問題が正常化されること 

 

政策Ⅰ－１－(1)－① 主要行の不良債権処理の促進

 

【担当課名】監督局総務課、監督局総務課金融危機対応室、監督局銀行第１課、検査局総務課 

重点施策 実施内容 参考指標 

金融再生プログ

ラムに基づく措

置の実施 

金融再生プログラムについては、作業工程表に基づき、全

ての項目について取り組んでおり、引き続き構造改革を支え

るより強固な金融システムの構築に向け、同プログラムの施

策の的確・着実な実施に努める。 

・不良債権の状況《16

年度末までに主要行の

不良債権比率を半分程

度に低下》 

ＲＣＣの一層の

活用 

金融機関の不良債権処理を促進するため、整理回収機構（Ｒ

ＣＣ）において金融再生法第 53 条に基づく健全金融機関から

の不良債権の買取を行うとともに、信託機能等を活用した企

業再生を積極的に推進する。 

・53 条買取の状況（買取

金額） 

・ＲＣＣによる企業再生

の状況（再生件数）  

産業再生機構と

の連携 

 

不良債権問題を企業・産業の過剰債務問題と一体的に解決

する観点から、産業再生機構との連携を強化し、金融機関に

よる産業再生機構等の積極的活用を促す。 

・産業再生機構への意見

通知等の状況 

・産業再生機構と金融庁

との連絡会等実施状況 

・産業再生機構による支

援決定状況（支援決定

数） 
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政策Ⅰ－１－(1)－② リレーションシップバンキング（間柄重視の地域密着型金融）の機能

強化 

 

【担当課名】監督局総務課、監督局総務課協同組織金融室、監督局総務課金融危機対応室、監督局銀行第２課、

検査局総務課 

重点施策 実施内容 参考指標 

リレーションシ

ップバンキング

（間柄重視の地

域密着型金融）の

機能強化に関す

るアクションプ

ログラムの実施 

アクションプログラムに基づき、中小・地域金融機関のリ

レーションシップバンキング（間柄重視の地域密着型金融）

の機能強化を確実に図る。そのため、半期毎に機能強化計画

の提出を求め、実施状況をフォローアップ、公表し、必要に

応じ監督上の対応を行う。 

・機能強化計画の進捗状

況 

 

中小企業対策と

の連携 

国等の実施する中小企業対策と連携した取組みとして、主

に以下の施策を実施する。 

・中小企業再生支援協議会の機能の積極的な活用 

・産業クラスターサポート会議の開催 

・ベンチャー企業向け業務に関する政府系金融機関との連携

強化 

・地域金融人材育成システム開発プログラム等への協力 

・中小・地域金融機関・

業界団体における取組

み状況（半期毎に各主体

が公表） 

ＲＣＣの一層の

活用 

中小企業等の集中的再生に向け、ＲＣＣにおいても信託機

能等を活用した企業再生を積極的に推進する。 

・ＲＣＣによる企業再生

の状況（再生件数） 

 

 

重点目標Ⅰ－１－(2) 金融機関のリスク管理態勢が確立されていること 

 

政策Ⅰ－１－(2)－① リスクに対応した実効性のある検査の実施

 

【担当課名】検査局総務課、監督局総務課 

重点施策 実施内容 参考指標 

検査に係る基本

方針にて実施方

針を策定し、基本

計画に従い実施 

金融機関を取り巻く諸問題に的確に対応する観点から、各

業態固有のリスクを踏まえつつ、検査における重点検証項目

などを盛り込んだ基本方針を作成し、基本計画に従い検査を

実施する。 

・業務・財務の健全性及

び前回検査実施時期等

に応じた検査の実施状

況、重点検証項目別検査

指摘状況 

情報収集・分析態

勢の強化 

検査計画策定時、立入検査開始前などの各段階において、

監督局と連携の上、情報収集・分析態勢を強化する。また、

・検査監督連携会議開催

状況 
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検査監督データシステムについては、検査・監督両面から更

に有効活用しうるデータベースとなるよう充実に向けた検討

を行う。 

・検査監督データシステ

ムの整備状況 

必要に応じて検

査マニュアルの

整備・見直しを行

うなど、金融情勢

の変化等に対応

した検査の実施 

新ＢＩＳ基準等に対応するため、検査マニュアルの整備等

に向けて検討する。 

 

・マニュアル等整備検討

状況 

・検査実施状況（検査モ

ニター結果等） 

 

 

 

政策Ⅰ－１－(2)－② 効果的なオフサイト・モニタリングの実施

 

【担当課名】監督局総務課監督調査室、監督局銀行第１課 

重点施策 実施内容 参考指標 

効果的なオフサ

イト・モニタリン

グの実施 

預金取扱い金融機関及び証券会社等については、柔軟性・

拡張性のあるモニタリング・システムを活用した効率的なオ

フサイト・モニタリングを実施する。 

また、保険会社について、再保険の保有状況等徴求項目の

追加、見直しに向けての検討を行うなど、より効率的に金融

機関の健全性の把握を実施する。 

・報告徴求及び分析等の

実施状況 

・オフサイト・モニタリ

ング・システムの財務事

務所等への展開状況 

・ヒアリング状況 

主要行等向けの

総合的な監督指

針の策定 

法令改正や制度・慣行の変更等を受けて、監督事務の運営

上必要と認められる事項について、主要行等向けの総合的な

監督指針を策定する。 

 

・主要行等向けの総合的

な監督指針の策定の状

況 

 

オフサイト・モニ

タリング・システ

ムの機能拡張 

預金取扱い金融機関について、財務会計情報とリスク情報

の効果的な組み合わせ等を通じて、多様な分析ニーズに対応

できるよう、柔軟性・拡張性のあるシステムへと再構築した

ことを踏まえ、徴求項目を追加するなどの機能拡張を進める。 

また、その他の業態についても、厳しい予算状況の下、効

率的なシステム機能強化等を検討する。 

・モニタリング・システ

ムの整備状況 
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政策Ⅰ－１－(2)－③ 早期警戒制度、早期是正措置制度の的確な運用等 

 

【担当課名】監督局総務課、監督局総務課協同組織金融室、監督局総務課金融危機対応室、監督局銀行第１課、

監督局銀行第２課、監督局保険課、監督局総務課 

重点施策 実施内容 参考指標 

新ＢＩＳ規制の

３つの柱を踏ま

えた自己資本比

率規制に係る告

示及び事務ガイ

ドライン等の改

正 

平成 18 年末の新ＢＩＳ規制の実施に向けて、同規制の３つ

の柱に適合させる形で国内基準を検討し、自己資本比率規制

に係る告示案を 16 年秋頃に公表する。さらに、17 年 6 月を目

処に、同規制に係る事務ガイドライン等を改正する。 

 

 

・告示の策定及び事務ガ

イドライン等の改正状

況 

早期是正措置制

度等の的確な運

用 

金融機関の健全性の確保を通じて、ゆるぎない金融システ

ム等の構築及び預金者等の保護等を図るため、的確な早期是

正措置等の発動を行う。 

・早期是正措置等の発動

状況 

 

 

政策Ⅰ－１－(2)－④ 資本増強行の経営の健全化 

 

【担当課名】監督局総務課金融危機対応室 

重点施策 実施内容 参考指標 

経営健全化計画

のフォローアッ

プ 

早期健全化法第５条第４項に基づき、資本増強行に対し、

半期毎に経営健全化計画の履行状況報告を求め、公表する。

また、必要に応じて監督上の措置を講じる。 

・経営健全化計画の履行

状況 

 

 

政策Ⅰ－１－(2)－⑤ 金融機能強化法の適切な運用 

 

【担当課名】監督局総務課、監督局総務課協同組織金融室、監督局総務課金融危機対応室、監督局銀行第１課、

監督局銀行第２課、総務企画局企画課信用機構室 

重点施策 実施内容 参考指標 

金融機能強化法

に係る政令・府令

等の整備及び適

切な運用 

 

 金融機能強化法を施行するために関係政令・府令等の整備

を行う。 

株式等の引受け等に係る申込みがあった場合は、法令に基

づき適正に審査し、提出された経営強化計画の公表及び計画

の履行状況の定期的な公表を行う。 

また、計画の履行を確保するための報告を徴求する等、監

・政令・府令等の整備状

況 

・金融機関等への資本参

加の状況 

・経営強化計画の履行状

況の公表・フォローアッ

プ等の状況 
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督上の必要な措置を講じる。 

 

 

政策Ⅰ－１－(2)－⑥ システムトラブルへの適切な対応 

 

【担当課名】監督局総務課監督調査室、監督局銀行第１課、監督局銀行第２課、 

監督局銀行第２課協同組織金融室、監督局保険課、監督局証券課 

重点施策 実施内容 参考指標 

システムトラブ

ルの未然防止に

向けた取組み 

金融機関においてシステムトラブルが発生した場合には、

障害原因、復旧状況等の迅速な報告、再発防止策の策定を求

めるなど、適切な監督上の対応を行う。 

また、システム統合についても、モニタリング等の適切な

監督上の対応を行う。 

・システム障害等に対す

る対応状況 

・システム統合に際して

のモニタリング状況 

 

 

基本目標Ⅰ－２ 金融システムの安定が確保されていること 

 

重点目標Ⅰ－２－(1) 金融システムの安定に支障が生じる事態が顕現化せず、安定が維持され、

金融機関破綻時においても混乱なく円滑な処理が図られること 

 

政策Ⅰ－２－(1)－① システミックリスクの未然防止

 

【担当課名】監督局総務課金融危機対応室 

重点施策 実施内容 参考指標 

預 金 保 険 法 第

102 条の適切な

運用 

金融危機が生ずるおそれがあると認められるときは、金融

危機対応会議の議を経て、金融危機に対応するための措置の

必要性の認定等を実施する。 

・りそなグループの経営

健全化計画の履行状況 

・足利銀行の経営に関す

る計画の実施状況 

 

 

政策Ⅰ－２－(1)－② ペイオフ解禁拡大に係る周知徹底 

 

【担当課名】総務企画局企画課信用機構室 

重点施策 実施内容 参考指標 

ペイオフ解禁拡

大に向けての情

報提供 

平成 17 年４月からは決済用預金を除き、普通預金について

もペイオフの対象となることから、制度切り替わり時期にお

いて、同制度に係る誤解や不知による混乱を来たさないよう、

・預金保険制度について

の国民の理解の状況（ア

ンケート調査による預

金保険制度認知度、ホー
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制度の認知度に関する調査結果等を参考にしながら、同制度

のより一層の周知を図るための広報活動を適切に実施する。 

 

ムページ・アクセス件

数） 

 

 

政策Ⅰ－２－(1)－③ 円滑な破綻処理のための態勢整備 

 

【担当課名】監督局総務課、監督局総務課協同組織金融室、監督局総務課金融危機対応室、監督局銀行第１課、

監督局銀行第２課、検査局総務課 

重点施策 実施内容 参考指標 

名寄せデータの

正確性の向上 

 名寄せに必要な預金者データの正確性について、預金保険

機構と連携しつつ行った金融機関の検査において、名寄せの

際に支障を生ずるおそれがあると指摘された点について、是

正策の報告を求める。 

また、名寄せデータの正確性等の向上の点から預金保険機

構と連携しつつ、預金者データ及びシステムの整備に関する

留意事項等を金融機関に通知する。 

・名寄せ検査及び是正に

向けた施策の実施状況 

関係機関との連

携強化 

預金保険機構等の関係機関との緊密な連携に努め、預金等

定額保護下における破綻処理を一層迅速化する。 

・関係機関との連携の状

況 

 

 

重点目標Ⅰ－２－(2) 国際協力を通じて金融機能の安定が確保されていること等 

 

政策Ⅰ－２－(2)－① 国際的な金融監督基準のルール策定等への貢献 

 

【担当課名】総務企画局国際課 

重点施策 実施内容 参考指標 

バーゼル銀行監

督委員会、ＩＯＳ

ＣＯ、ＩＡＩＳ等

の国際フォーラ

ムにおける国際

ルール策定等へ

の積極的な貢献 

バーゼル銀行監督委員会、ＩＯＳＣＯ、ＩＡＩＳ、ジョイ

ントフォーラム等の国際フォーラムにおける、国際的な金融

監督基準の策定等に積極的に貢献する。また、ＷＴＯにおけ

る、金融サービス貿易のルールの策定、各国の金融システム

の自由化推進等に積極的に貢献する。 

・各国際フォーラムにお

ける国際的なルール策

定等への参画状況（国際

的なルール策定作業、当

庁の活動等） 
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政策Ⅰ－２－(2)－② 新興市場国の金融当局への技術支援

 

【担当課名】総務企画局国際課 

重点施策 実施内容 参考指標 

新興市場国の金

融行政担当者を

対象とした研修

事業等の実施 

アジア、太平洋諸国を中心とする新興市場国の金融システ

ムの安定化及び金融・資本市場の健全な発展を図るために、

金融行政担当者を対象とした研修事業等を実施する。 

・研修事業等の実施状況

（研修生に対するアン

ケート調査の結果） 
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法定任務Ⅱ 預金者、保険契約者、投資者等の保護 

 

基本目標Ⅱ－１ 国民が金融サービスを適切に利用できること

 

重点目標Ⅱ－１－(1) 金融サービスの利用者保護の仕組みが確保されていること 

 

政策Ⅱ－１－(1)－① 投資サービスに関する制度整備 

   

【担当課名】総務企画局市場課 

重点施策 実施内容 参考指標 

投資サービスに

おける投資者保

護の拡充 

金融審議会等において、外国為替証拠金取引等のこれまで

投資者保護策の講じられていない投資サービスや、新たに登

場するであろう投資サービスにつき、有効な投資者保護のあ

り方について検討する。また、証券取引法の投資サービス法

への改組の可能性も含めたより幅広い投資者保護の枠組みに

ついて、中期的課題として検討する。 

・金融審議会等での検討

状況 

 

 

政策Ⅱ－１－(1)－② 保険をめぐる諸問題への適切な対応

  

【担当課名】総務企画局企画課保険企画室、監督局保険課 

重点施策 実施内容 参考指標 

保険契約者保護

制度の見直し 

金融審議会（第二部会保険の基本問題に関するワーキング

グループ）での検討結果等を踏まえ、保険契約者保護制度の

見直しについて、これまでの取組みの充実・改善や新たな施

策の企画・立案等を行う。 

・保険制度に係る企画立

案の状況 

 

銀行等による保

険販売規制の見

直し 

金融審議会（第二部会保険の基本問題に関するワーキング

グループ）での検討結果等を踏まえ、銀行等による保険販売

規制の見直しについて、これまでの取組みの充実・改善や新

たな施策の企画・立案等を行う。 

・保険制度に係る企画立

案の状況 

 

           

 

無認可共済への

対応 

金融審議会（第二部会保険の基本問題に関するワーキング

グループ）での検討結果等を踏まえ、無認可共済への対応に

ついて、これまでの取組みの充実・改善や新たな施策の企画・

立案等を行う。 

・保険制度に係る企画立

案の状況 
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重点目標Ⅱ－１－(2) 国民が各種金融サービスの特性や利用者保護の仕組みなどについて理解

していること 

 

政策Ⅱ－１－(2)－① 各種金融サービスの特性や利用者保護の仕組みなどに係る情報の提供

  【担当課名】総務企画局政策課、総務企画局政策課広報室 

重点施策 実施内容 参考指標 

金融知識の普及 金融取引等に関する知識や理解の向上のほか、金融商品の

販売・勧誘や融資に係るトラブルの防止を図る観点から、預

金保険、保険、証券投資、貸金業、金融商品販売等に関する

制度や仕組みについて、金融庁ホームページに掲載するなど

により情報提供を行う。 

初等・中等教育段階における金融経済教育の一層の推進を

図るため、副教材の中学・高校への配布、小学生を対象とし

たパンフレットの作成・配布等を行う。 

 

・各種金融サービスの特

性や利用者保護の仕組

みなどについての理解

の状況（「証券投資に関

する世論調査」、「金融に

関する消費者アンケー

ト調査」） 

・金融庁ホームページ

（金融サービス利用者

コーナー）へのアクセス

の状況（件数） 

 

金融行政に関す

る広報の充実 

新聞、雑誌、テレビ等様々な機会・媒体を活用し、金融行

政に関する広報を行う。 

金融庁ホームページについて、掲載情報を充実させるとと

もに、アドレスのＰＲを積極的に行う。 

国民から広く金融行政に関する意見等を受けるとともに、

積極的な情報提供を行うための枠組みを検討する。 

・金融庁ホームページへ

のアクセスの状況（件

数） 

・金融庁ホームページの

充実状況（ホームページ

におけるコーナーの新

設や掲載情報の整理等

の改修実績等） 

 

 

重点目標Ⅱ－１－(3) 金融分野において個人情報が適切に取り扱われていること 

 

政策Ⅱ－１－(3)－① 金融分野における個人情報保護のための適切な対応 

 

【担当課名】総務企画局企画課調査室、総務企画局企画課信用制度参事官室、総務企画局企画課保険企画室、

総務企画局市場課、総務企画局市場課企業開示参事官室、監督局総務課、 

監督局総務課協同組織金融室、監督局銀行第１課、監督局銀行第２課、 

監督局銀行第２課金融会社室、監督局保険課、監督局証券課、検査局総務課 

重点施策 実施内容 参考指標 

金融分野におけ

る個人情報保護

の推進のための

あり方の検討及

１７年４月の個人情報の保護に関する法律の全面施行に向

け、「個人情報の保護に関する基本方針」（閣議決定）等に基

づき、金融分野における個人情報保護について、①秋口まで

にガイドライン等の事業者等が遵守すべき事項等をできる限

・金融審議会等での検討

状況（検討実績） 

・個人情報保護に係るガ

イドライン等の策定状

況等 

・個人情報漏洩事案への
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び適切な検査・監

督の実施 

 

り具体的に明らかにする、②年内には、法制上の措置の必要

性の議論を含めて一定の結論を得るよう検討を進める、③各

業界団体等に対し、個人情報保護に係る体制整備を含め、適

切な対応を促す。 

また、関連する法令や事務ガイドライン等に基づき、金融

機関において適切な顧客情報管理が行われるよう、一層の適

時適切な検査・監督に努める。個人情報の漏洩等が生じた場

合に、内部管理態勢等に問題があると認められた場合には、

監督上厳正な対応を行う。 

対応状況 

 

 

 

 

重点目標Ⅱ－１－(4) 企業内容の情報開示が十分行われていること 

 

政策Ⅱ－１－(4)－① 証券取引法に基づくディスクロージャーの充実 

 

【担当課名】総務企画局市場課企業開示参事官室 

重点施策 実施内容 参考指標 

証券市場の活性

化に向けた信頼

される市場の確

立のためのディ

スクロージャー

の継続的整備 

目論見書制度や公開買付制度について見直すほか、外国会

社等の英文開示等のあり方について検討を行い、あわせてこ

れらに伴う関係政令・府令等の整備を行う。 

また、電子開示システム(ＥＤＩＮＥＴ)の基盤整備及び機

能拡充に努め、効率性や利便性の向上等を図るほか、英文開

示にも対応した財務書類の報告用として世界的に汎用性があ

るＸＢＲＬ（コンピュータ言語のひとつ）の活用等について

の検討を行う。 

・関係政令・府令等の整

備状況 

・EDINET の整備及び利用

の状況（EDINET による開

示書類の提出会社数、

EDINET サイトへのアク

セス件数） 

 

 

 

政策Ⅱ－１－(4)－② 会計基準の整備を促すことによる企業財務認識の適正化 

 

  【担当課名】総務企画局市場課企業開示参事官室、総務企画局国際課 

重点施策 実施内容 参考指標 

会計制度の国際

的対応の促進 

ＥＵにおける日本の会計基準の受入れ問題について、民間

団体と協力しながら、ＥＵ関係者に対して、直接対話や書簡

の発出等による要請を実施し、2007 年以降もＥＵにおいて日

本企業が日本の会計基準で引き続き資金調達ができるよう努

力する。 

企業会計審議会において、「国際会計基準に関する我が国の

・ＥＵに対する日本の会

計基準を引き続き受け

入れることに向けた働

きかけの実施状況 

・関連制度（法令、会計

基準及び監査基準等）の

整備状況 
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制度上の対応」や「財務諸表の保証に関する概念整理」につ

いて具体的に審議し、関連制度の整備改善を行う。 

（財）財務会計基準機構「企業会計基準委員会」での会計

基準、実務指針などの整備改善について主体的な取組みを促

すとともに、国際的な対応を含めたその活動を引き続き支援

する。 

 

 

政策Ⅱ－１－(4)－③ 公認会計士監査の充実・強化

 

【担当課名】公認会計士・監査審査会事務局、総務企画局市場課企業開示参事官室 

重点施策 実施内容 参考指標 

金融庁による公

認会計士等に対

する監督 

監査の公正性と信頼性を確保するため、公認会計士法の規

定に基づき、虚偽・不当証明及び法令違反等に対して、厳格

な処分を行うなど、公認会計士、監査法人、日本公認会計士

協会に対する適切な監督を実施する。 

 

・金融庁による公認会計

士等に対する処分状況

（処分件数） 

 

公認会計士・監査

審査会による日

本公認会計士協

会が実施する品

質管理レビュー

のモニタリング 

公認会計士法の規定に基づき、自主規制機関である日本公

認会計士協会が実施する監査の品質管理レビューに対して、

公平性・中立性・有効性の一層の向上を図る観点から、モニ

タリングを行い、必要に応じ監督官庁である金融庁に処分等

の勧告を行う。 

・公認会計士・監査審査

会の開催状況（開催実

績） 

・公認会計士・監査審査

会による品質管理レビ

ューのモニタリング実

施状況（報告受理件数、

審査件数、立入検査件

数、勧告件数） 

公認会計士・監査

審査会による公

認会計士試験の

厳正かつ効率的

な実施 

今後増加が予想される受験者や複雑化する試験事務に対応

するため、電子申請システムとの連携及び迅速な判定結果の

算出や多角的なデータ分析を可能とする公認会計士試験シス

テムの設計を行う。（平成 17 年の公認会計士第２次試験から

運用を開始。） 

・公認会計士・監査審査

会の開催状況（開催実

績） 

・公認会計士・監査審査

会による公認会計士試

験の実施状況 

新制度による公

認会計士試験の

実施等に向けた

準備 

公認会計士・監査審査会において新公認会計士試験の実施

に向けた運営上の規程の整備、今後増加が予想される受験者

や複雑化する試験事務に対応するため、電子申請システムと

の連携及び迅速な判定結果の算出や多角的なデータ分析を可

能とする公認会計士試験システムの設計を行う。（平成 18 年

の新公認会計士試験から本格運用） 

・公認会計士・監査審査

会の開催状況（開催実

績） 

・新制度による公認会計

士試験の実施等に向け

た準備状況 
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重点目標Ⅱ－１－(5)  電子取引・カード取引のセキュリティが保たれていること  

 

政策Ⅱ－１－(5)－① 電子取引・カード取引のセキュリティ向上についての指導及び情報提

供 

 

【担当課名】監督局総務課、監督局総務課協同組織金融室、監督局銀行第１課、監督局銀行第２課、 

監督局銀行第２課金融会社室、監督局保険課、監督局証券課 

重点施策 実施内容 参考指標 

電子取引・カード

取引について金

融機関等への情

報提供の実施及

び迅速かつ適切

な取組みの慫慂 

電子取引・カード取引のセキュリティを向上させ、金融サ

ービスを安心かつ適切に利用できるようにするため、金融機

関等への情報提供の実施及び迅速かつ適切な取組みを慫慂す

る。 

・情報の提供状況 

・金融機関等における取

組み状況 

・意見交換等の状況 

 

 

基本目標Ⅱ－２ 金融機関等が金融サービスを公正に提供していること 

 

重点目標Ⅱ－２－(1) 金融機関等の法令遵守態勢が確立されていること 

 

政策Ⅱ－２－(1)－① 利用者保護の観点からの厳正で実効性のある検査の実施 

   

  【担当課名】検査局総務課 

重点施策 実施内容 参考指標 

検査に係る基本

方針にて実施方

針を策定し、基本

計画に従い実施 

利用者保護の確保、利用者利便の向上を促す観点から検査

における重点検証項目などを盛り込んだ基本方針を作成し、

基本計画に従い検査を実施する。 

・利用者保護に係る検査

実施状況及び検査指摘

状況 

 

法令遵守に係る

情報収集態勢を

強化するなど、利

用者保護の視点

に立ったより深

度ある検査の実

施 

通常検査着手開始時に被検査金融機関名をホームページで

公表し、当該金融機関に関する情報を広く一般から募集し、

当該情報を参考にした検査を実施する。 

 

 

 

・情報の受付状況（受付

件数） 

・検査での情報活用状況
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政策Ⅱ－２－(1)－② 金融機関等の法令遵守に対する厳正な対応

 

  【担当課名】監督局総務課、監督局総務課協同組織金融室、監督局銀行第１課、監督局銀行第２課、 

監督局銀行第２課金融会社室、監督局保険課、監督局証券課 

重点施策 実施内容 参考指標 

明確なルールに

基づく的確で厳

正な行政処分 

立入検査、報告の徴求等により事実関係を把握し、法令違

反等の事実が確認された場合には、的確・厳正な判断の下、

業務改善命令・業務停止命令の行政処分を行う。 

・ルールの一層の明確化

の状況 

・行政処分を受けた金融

機関等の法令遵守態勢

の整備状況 

・行政処分の実施状況

（行政処分の件数） 

総合的な監督指

針及び事務ガイ

ドラインのタイ

ムリーな整備、見

直し 

法令改正や制度・慣行の変更等を受けて、監督事務の運営

上必要と認められる事項について、適時に事務ガイドライン

（中小・地域金融機関を除く預金取扱い金融機関・保険会社・

金融会社・証券会社・投資委託業者及び投資法人等並びに証

券投資顧問業者）、主要行等向けの監督指針及び中小・地域金

融機関向けの総合的な監督指針の整備、見直しを行う。 

・事務ガイドライン、主

要行等向けの総合的な

監督指針及び中小・地域

金融機関向けの総合的

な監督指針の整備・見直

し状況 

 

 

政策Ⅱ－２－(1)－③ 貸金業者に対する的確な監督

 

【担当課名】監督局銀行第２課金融会社室 

重点施策 実施内容 参考指標 

登録審査の的確

な実施 

登録要件が厳格化された貸金業規制法等の一部を改正する

法律（いわゆるヤミ金融対策法）等に基づき、以下の取組み

等を進め、登録審査を的確に実施する。 

・暴力団関係者や財産的基礎を有しない者の登録拒否事由の

審査 

・登録（更新）申請の際、必要に応じ、登録（更新）申請者

や重要な使用人からのヒアリングや営業所の現地確認 

・登録状況（新規登録件

数） 

関係機関・団体と

の緊密な連携 

ヤミ金融等被害対策会議等（財務局・都道府県・捜査当局

等）を通じて、①ヤミ金融業者の実態等に関する情報交換や

意見交換、②貸金業者の実態等に関する情報交換や意見交換

を行う。 

また、提供されたヤミ金融業者や悪質な貸金業者に関する

情報の適切な処理を行う。 

・苦情・相談受付状況（件

数） 
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基本目標Ⅱ－３ 市場が公正であること 

 

重点目標Ⅱ－３－(1) 証券市場において取引の公正が確保されていること 

 

政策Ⅱ－３－(1)－① 証券市場の公正性を損ねる証券犯罪及び悪質な市場仲介者の徹底摘

発、並びに証券市場における公正な価格形成等の確保 

 

  【担当課名】証券取引等監視委員会事務局 

重点施策 実施内容 参考指標 

証券犯罪の徹底

摘発について、犯

則事件の厳正な

調査を実施 

証券犯罪の徹底摘発に向けた調査体制の充実・強化を図る。 

また、証券犯罪の徹底摘発に向けた犯則事件の厳正な調査

を実施する。 

・犯則事件の告発状況

（犯則事件の告発件数

等） 

 

悪質な市場仲介

者の徹底摘発に

ついて、検査に係

る基本方針･計画

を策定し検査を

実施 

証券会社等に対する検査体制の充実・強化を図る。 

また、急速に変貌する証券市場の様々な動きに迅速かつ的確

に対応し、悪質な市場仲介者の徹底摘発に向け、検査に係る

基本方針･計画の策定及び検査を実施する。 

 

・検査の実施状況（検査

実施件数、勧告件数等）

 

証券市場におけ

る公正な価格形

成等の確保につ

いて、不審な取引

に対する迅速な

審査を実施 

日常的な市場監視体制の充実・強化を図る。 

また、取引内容の仕組みが複雑化、多様化し、インターネ

ット取引の急速な拡大など証券市場を取り巻く環境が日々

刻々と変化する中、証券市場における公正な価格形成等を確

保するために、不審な取引に対する迅速な審査を実施する。 

・取引審査の実施状況

（取引審査実施件数） 

課徴金制度を円

滑に運用してい

くための体制の

整備 

新たに導入される課徴金制度について、円滑に運用してい

くための体制の整備を行う。 

・体制整備の状況 
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政策Ⅱ－３－(1)－② 証券市場に対する監視機能の強化

 

  【担当課名】総務企画局市場課 

重点施策 実施内容 参考指標 

課徴金制度の導

入等による市場

監視機能の強化 

16 年６月に成立した課徴金制度の導入等による市場監視機

能の強化を内容とする「証券取引法等の一部を改正する法律」

を施行するために、関係政令・府令など必要な整備を図る。 

・政令・府令の整備状況
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法定任務Ⅲ 円滑な金融等 

 

基本目標Ⅲ－１ 我が国金融が金融環境の変化に適切に対応できていること 

 

重点目標Ⅲ－１－(1) 多様な資金需要・投資ニーズに対応できる証券市場となっていること及

び証券市場への資金の流れが拡大すること 

 

政策Ⅲ－１－(1)－① 個人投資家の参加拡大

  

  【担当課名】総務企画局市場課、総務企画局政策課 

重点施策 実施内容 参考指標 

販売チャネルの

拡充や投資サー

ビスの多様化の

促進 

 

 

 

証券市場を、幅広い投資家の参加する真に厚みのあるもの

とし、市場機能を中核とした我が国金融システムの中心を担

うものとする方策について、金融審議会等で検討する。 

銀行等による証券仲介業務の解禁については、関係政令・

府令の整備を行うとともに、その周知徹底を行う。 

・金融審議会等での検討

状況 

・証券市場への個人投資

家の参加状況（個人金融

資産に占める株式・投資

信託の割合、個人株主数

〔延べ人数〕、個人株主

株式保有比率〔延べ人

数〕、インターネット取

引のウェイト、販売チャ

ネルごとの証券の販売

額） 

改正証取法に係

る政令・府令の整

備及び適切な運

用 

 

銀行等による証券仲介業務の解禁、市場監視機能・体制の

強化、ディスクロージャーの合理化、投資家保護の拡大、市

場間競争の制度的枠組みの整備等を内容とする16年６月に成

立した「証券取引法等の一部を改正する法律」を施行するた

めに、関係政令・府令の整備を行い、適切に運用する。 

・政令・府令の整備及び

円滑な制度導入の状況 

・証券市場への個人投資

家の参加状況（同上） 

 

 

民間による個人

株主の育成・拡大

に向けた取組み

に対する支援 

日本証券業協会、投資信託協会等による、個人株主育成・

拡大に向けた取組みに対するＰＲ等の支援を行う。 

 

・個人株主育成・拡大に

向けたイベント等の開

催状況 

・証券市場への個人投資

家の参加状況（同上） 

改正証券税制の

積極的広報及び

税制改正要望 

株式や株式投信の税制について広報を通じ周知を図るとと

もに、「貯蓄から投資へ」の流れに即し、より簡素で分かりや

すい証券税制の実現のため、税当局に対して要望を行う。 

・税制改正要望並びに措

置状況 

・証券市場への個人投資

家の参加状況（同上） 
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政策Ⅲ－１－(1)－② 証券市場等の機能拡充 

 

  【担当課名】総務企画局市場課、監督局総務課 

重点施策 実施内容 参考指標 

資産の流動化の

促進 

流動化のスキームのあり方について関係法令の見直しに伴

う改正を行うなど、引き続き所要の検討や制度整備を行い、

資産の流動化の促進に努める。 

・特定目的会社を用いた

流動化の状況（流動化の

件数、資産流動化計画に

おける資産対応証券の

発行額等） 

貸出債権市場の

活性化 

環境整備に向けた民間における取組みへの協力・連携を通

じ、資産の流動化等を促進し、もって貸出債権市場を活性化

させる。 

・関係団体等との連絡、

意見調整の実施状況 

 

 

重点目標Ⅲ－１－(2) 金融インフラがＩＴ化等に対応したものとなっていること 

 

政策Ⅲ－１－(2)－① 証券決済システムの改革 

 

【担当課名】総務企画局市場課 

重点施策 実施内容 参考指標 

株式振替制度に

係る政令・府令の

整備 

平成 15 年度から法案策定作業を開始し、平成 16 年６月に

成立した「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社

債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」を施行す

るために、関係政令・府令の整備を行う。 

・証券決済システムの改

革に向けた関係政令・府

令の整備状況 

 

 

重点目標Ⅲ－１－(3) 企業金融が円滑に行われること 

 

政策Ⅲ－１－(3)－① 中小企業金融の円滑化

 

  【担当課名】監督局総務課、監督局総務課協同組織金融室、監督局銀行第１課、監督局銀行第２課、 

監督局銀行第２課金融会社室、検査局総務課 

重点施策 実施内容 参考指標 

意見交換会等で

の要請 

中小企業を含む健全な取引先に対する資金供給の一層の円

滑化に努めることなどについて、金融機関等との意見交換会

等の場において要請する。 

・金融機関等への要請状

況 
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貸し渋り・貸し剥

がしホットライ

ンの活用 

いわゆる貸し渋りや貸し剥がしに関する電子メールやファ

ックスによる受付制度である「貸し渋り・貸し剥がしホット

ライン」を設けて、これに関する情報を受付け、寄せられた

情報の十分な活用に努める。 

・貸し渋り・貸し剥がし

ホットラインの受付状

況（受付件数） 

・中小企業に対する貸出

態度の状況（（中小企業

に対する）貸出態度判断

Ｄ.Ｉ.） 

中小企業の実態

に即した的確な

検査の実施 

16 年 2 月、改訂を行った検査マニュアル別冊〔中小企業融

資編〕の周知徹底を図り、同別冊に基づく中小企業の経営実

態に即した的確な検査に努める。 

・検査実施状況（マニュ

アル別冊の運用状況に

関する検査モニター結

果等） 

担保・保証に過度

に依存しない融

資の促進 

「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアク

ションプログラム」に基づく中小・地域金融機関の機能強化

や中小企業の経営実態に即した的確な検査により、担保・保

証に過度に依存しない融資など、円滑な金融仲介機能の発揮

を促し、中小企業の再生と地域経済の活性化を推進する。 

・担保・保証に過度に依

存しない融資への取組

状況 

 

 

政策Ⅲ－１－(3)－② 地域再生施策との連携

 

 【担当課名】総務企画局政策課 

重点施策 実施内容 参考指標 

地域再生推進の

ためのプログラ

ムの推進 

「地域再生推進のためのプログラム」（16 年２月 地域再

生本部決定）に基づく諸施策について、その着実な実施を図

る。 

・認定された地域再生計

画の推進状況（認定件数

等） 

 
 

重点目標Ⅲ－１－(4) 金融システムが「官から民へ」の改革に対応したものとなっていること

 

政策Ⅲ－１－(4)－① 郵政民営化の基本方針等を踏まえた適切な対応 

 

  【担当課名】総務企画局企画課 

重点施策 実施内容 参考指標 

郵政民営化の基

本方針等を踏ま

えた適切な対応 

本年秋頃に経済財政諮問会議において取りまとめられる予

定の郵政民営化の基本方針を踏まえ、適切に対応する。 

・基本方針を踏まえた対

応状況 
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基本目標Ⅲ－２ 金融機関の企業活動が活発に行われていること 

 

重点目標Ⅲ－２－(1) 自らの判断に基づき効率的な金融機関の企業活動が行われること 

 

政策Ⅲ－２－(1)－① 規制改革の着実な実施

 

  【担当課名】総務企画局政策課 

重点施策 実施内容 参考指標 

規制改革・民間開

放推進３か年計

画の着実な実施 

「規制改革・民間開放推進３か年計画」（16 年３月 閣議決

定）に掲げられた金融庁関連の以下の個別事項について、着

実に実施する。 

・ 銀行代理店における資本関係規制等の見直し＜16 年度中

に措置＞ 

・ 銀行による保険商品の販売規制の更なる緩和＜16 年度結

論を踏まえ措置＞ 

・ 英語での開示書類の提出の容認＜16 年度中に措置＞ 

・ 「金融サービス法（証券）」（資本市場分野を横断的にカ

バーできる投資者保護法制）の構築＜逐次検討・結論＞ 

等 

・規制改革の推進状況

（16 年度末までに実施

済の事項数） 

 

 

政策Ⅲ－２－(1)－② 金融行政の透明性の向上に向けた情報発信

 

  【担当課名】監督局総務課、監督局総務課協同組織金融室、監督局銀行第１課、監督局銀行第２課、 

監督局銀行第２課金融会社室、検査局総務課、総務企画局政策課広報室 

重点施策 実施内容 参考指標 

検査マニュアル、

事務ガイドライ

ン等の公表 

検査マニュアル、事務ガイドライン及び監督指針の見直し

を行った場合には、速やかにその趣旨、内容（変更箇所につ

いて新旧対照表の形で）を公表する。 

公表に当たっては金融庁ホームページに掲載するほか、

様々な機会・媒体を活用する。 

・検査マニュアル、事務

ガイドライン及び監督

指針の見直し時におけ

る公表状況 

法令適用事前確

認手続き（ノーア

クションレター

制度）に基づく照

会への適切な対

民間の金融分野における新商品・サービス創出活動に資す

る観点から、引き続き法令適用事前確認手続に基づく照会に

対する迅速・的確な対応に努める。 

・回答状況（回答実績）
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応 

 

 

重点目標Ⅲ－２－(2) 新規参入等を通じて競争が促進されていること 

 

政策Ⅲ－２－(2)－① 証券仲介業務の解禁に伴う新規参入への適切な対応 

 

  【担当課名】総務企画局市場課、監督局証券課 

重点施策 実施内容 参考指標 

銀行等による証

券仲介業務の解

禁に伴う新規参

入への適切な対

応等 

銀行等による株式等の売買の証券会社への取次業務（証券

仲介業務）の解禁に向け弊害防止措置等所要の政令・府令・

事務ガイドラインを整備し、適切に運用する。 

また、一般事業会社、個人に対し、16 年４月に導入された

証券仲介業制度についても適切に運用する。 

・政令・府令等の整備状

況 

・新規参入の状況 

 

 

 

 

政策Ⅲ－２－(2)－② 信託制度の整備 

 

  【担当課名】総務企画局企画課信用制度参事官室、監督局銀行第１課 

重点施策 実施内容 参考指標 

信託制度の整備 

 

国民の資産運用手段や企業の資金調達手段の多様化など、

金融の一層の円滑を図るための環境整備を進める観点から、

信託業の担い手の拡大等を内容とする信託制度の整備を行

う。 

・信託業法等の整備状況

 

 

基本目標Ⅲ－３ 金融機関等が犯罪に利用されないこと 

 

重点目標Ⅲ－３－(1) 金融機関等がマネー・ローンダリングなどの金融犯罪に利用されないこ

と 

 

政策Ⅲ－３－(1)－① マネー･ローンダリング対策及びテロ資金対策の強化 

 

  【担当課名】総務企画局総務課特定金融情報室 

重点施策 実施内容 参考指標 

研修会及び意見 金融機関等からより質の高い情報が届け出られるように、 ・各業界及び法執行当局
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交換会等の実施 金融機関等に対し、研修会及び意見交換会等を実施するなど

し、より深い協力と理解が得られるようにする。また、法執

行当局による当庁提供情報の活用促進を図るため、法執行当

局との意見交換を随時実施するなどし、連携を強化する。 

との意見交換会等の開

催状況 

外国ＦＩＵ及び

国際機関との連

携強化 

国際的なマネー･ローンダリング及びテロ資金の監視体制

の強化を図るため、外国ＦＩＵとの情報交換取極の締結交渉

を継続して進めるとともに国際会議等への積極的な参加を通

じ、外国 FIU 及び国際機関との連携を強化する。 

・外国 FIU との協議及び

国際会議等への参画状

況（情報交換取極件数）

マネー･ローンダ

リング対策及び

テロ資金対策に

係るコンピュー

タ・システムの機

能強化 

 

疑わしい取引の届出件数の増加やその態様の変化に対応す

るため、特定金融情報データ･ベース・システムの機能を段階

的に開発しているが、16 年度においては、疑わしい取引に関

する情報相互間の関連性を明らかにする機能の追加開発を行

い、処理能力の向上を図る。 

・処理状況（年間届出件

数及び提供件数） 

 

 

 

【担当課名】監督局総務課協同組織金融室、監督局銀行第１課、監督局銀行第２課、 

不正口座利用に

関する金融機関

等への情報提供

の実施及び迅速

かつ適切な取組

みの慫慂 

預金口座の不正利用に関する情報提供を受けた場合、明ら

かに信憑性を欠くと認められる場合を除き、当該口座が設置

されている当該金融機関及び警察当局への速やかな情報提供

等を実施し、金融機関において必要に応じて預金取引停止、

預金口座解約といった対応が迅速かつ適切に行われるよう慫

慂する。 

・金融機関に対する預金

口座の不正利用に関す

る情報の提供と活用の

状況 

・意見交換等の状況 

 

 

政策Ⅲ－３－(1)－② ヤミ金融業者等による不正な預金口座利用に対する厳正かつ適切な対

応 
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業務支援基盤整備に係る政策 

 

分野１ 人的資源 

 

課題１－(1) 専門性の高い人材の育成

 

政策１－(1)－① 専門的研修の実施 

 

  【担当課名】総務企画局政策課開発研修室 

重点施策 実施内容 参考指標 

金融環境の変化

に応じた研修の

実施 

平成 16 事務年度においては、庁内各局からの意見聴取の結

果等を踏まえ、公認会計士等検査事務研修を新設するなど、

専門研修を中心とした 37 コースの研修計画を策定し実施す

る。 

・研修の実施状況《研修

後のアンケート調査結

果「全体的によかった」

「効果がある」と回答す

る割合、概ね９割を目

標》 

通信研修の拡充 平成 15 事務年度より導入した「簿記１級コース」、「証券ア

ナリストコ－ス」に加え、平成 16 事務年度より「公認会計士

資格試験コース」を導入する。 

・通信研修の実施状況

《受講者数、修了状況と

もに前事務年度より増

加を目標》 

 

 

政策１－(1)－② 民間との情報交流 

 

  【担当課名】総務企画局政策課研究開発室 

重点施策 実施内容 参考指標 

民間との情報交

流の促進 

研究会やワークショップのほか、よりフリーな参加スタイ

ルを特徴とする勉強会の開催等の機会を利用して民間との情

報交流を促進させ、金融庁内外の金融に関する様々なテーマ

についての知見を高める。 

・民間との情報交流の状

況（会合等開催件数、参

加者数） 
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分野２ 情報 

 

課題２－(1) 行政事務の効率化のための情報化 

 

政策２－(1)－① 行政事務の電子化 

 

  【担当課名】総務企画局総務課情報化・業務企画室 

重点施策 実施内容 参考指標 

電子申請・届出の

利用促進 

広報誌・関係団体等を通じオンライン利用が可能な手続き

やその利用方法を周知するなどにより、利用者の利便性向上

にむけてオンライン利用の普及に取り組む。 

・広報誌への掲載、関係

団体等を通じた周知状

況 

・電子申請・届出の利用

状況（件数） 

業務・システムの

最適化 

以下の主要なシステム関連業務について、金融機関等との

円滑な事務処理の観点を踏まえつつ、中長期的視野に立って

時代の変化を見据えた見直しを行い、業務・システム最適化

計画を策定する。 

・金融検査及び監督業務（金融検査監督データシステム、オ

フサイト・モニタリング・システム） 

・証券取引等監視等に関する業務（証券総合システム） 

・疑わしい取引の届出に関する業務（特定金融情報データベ

ースシステム） 

・有価証券報告書等に関する業務（ＥＤＩＮＥＴ） 

・現状の業務･システム

体系の見直し方針の策

定状況（最適化計画は 17

年度末までのできる限

り早期に策定） 

情報システムの

調達の適正化 

費用対効果分析等に基づく調達優先順位の検討と仕様・見

積り等の専門的検証とを通じた情報システムの調達の適正化

を試行する。 

・試行結果に基づく評価

手順の適正化の状況 

 

 

課題２－(2) 金融行政の専門性向上のための情報収集・分析 

 

政策２－(2)－① 専門性の高い調査研究の実施 

 

 【担当課名】総務企画局政策課研究開発室 

重点施策 実施内容 参考指標 

金融環境の変化

に応じた調査研

究の実施 

金融に関する様々なテーマを取り上げて、調査研究を行い、

その成果を論文の形でインターネット、印刷物等の手段によ

り公表するとともに、研究成果の英訳及びその公表も積極的

・研究成果の公表状況

(公表論文の本数) 
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に行う。 

庁内へのフィー

ドバックの充実 

研究会等を開催し、庁内の関係職員の業務に資するよう、

フィードバックを行う。 

・庁内へのフィードバッ

ク状況(研究会、ワーク

ショップ、勉強会の開催

数) 
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「金融重点強化プログラム」（仮称）の策定

 

分野 今後の政策方針 

 

課題 我が国金融セクターを更に強化・充実させ、経済成長の基盤とする 

 

政策 バブル崩壊以来の不良債権問題への対応から脱却した金融行政への積極的転換を図る

こと 

 

【担当課名】総務企画局政策課 

重点施策 実施内容 参考指標 

「経済財政運営

と構造改革に関

す る 基 本 方 針

2004」に示された

改革の方針に即

した「金融重点強

化プログラム」

（仮称）の策定 

集中調整期間の終了後も金融セクターにおける構造改革の

手綱を緩めることなく、我が国金融セクターを更に強化・充

実させ、経済成長の基盤とするため、重点強化期間を対象と

した「金融重点強化プログラム」（仮称）を平成 16 年末を目

途に策定する。 

・「金融重点強化プログ

ラム」（仮称）の策定状

況 

 
 



別紙３ 

 

 

 

 

端的な結論の基本類型 

 
 
 
 

政策は達成された。 16 事務年度で政策の主な

施策が終了するもの 政策は達成されなかった。 

政策の達成に向けて成果が上がっており、今後もこれ

までの取組みを進めていく必要がある。 

政策の達成に向けて成果が上がっているが、環境の変

化や取組みの有効性等を踏まえ、取組みの充実・改善

や新たな施策の検討等を行う必要がある。 

現時点で成

果の発現が

予定される

もの 
政策の達成に向けて成果は上がっておらず、取組みの

見直し等を行う必要がある。 

現時点では成果の発現は予定されていないが、政策の

達成に向け業務は適切に実施されており、引き続きこ

れまでの取組みを行う必要がある。 

17事務年度

以降も政策

が継続する

もの 

現時点で成

果の発現が

予定されな

いもの 
現時点では成果の発現は予定されていないが、業務の

実施状況や環境の変化等を踏まえ、取組みの充実や改

善を行う必要がある。 
 

 

 

 

 




